
高萩市部活動の運営方針改訂（主な変更点） 

項 目 現 行 改 訂 

活動時間・休養日の設定 〇活動時間 

平日：２時間程度 

休日：３時間程度 

○休養日 

週２日（平日１、休日１） 

・休養日を他の日に振り替える 

〇活動時間 

平日：２時間を上限 

休日：３時間上限 

※練習試合、大会等で活動時間の上限を超えて活動した場合、休日の

場合は休日に振替 

※祝日が含まれている週や、平日に大会参加により１日の上限を超え

た場合でも週の上限の範囲内となるよう調整 

○休養日 

週２日（平日１、休日１） 

※大会等で土日両日活動→休養日を他の休日に振替 

朝の活動 原則朝の活動は行わない 原則朝の活動は行わない 

・１日の上限の範囲内で 

・大会直前であり活動場所が狭くて確保が困難 

・大会直前というだけでは認めない 

活動計画の公表 ホームページで活動計画を公表 ・ホームページで活動計画に加え活動実績も公表 

大会参加数の見直し 参加する大会を精査 

参加する大会等（新人大会、総合体育

大会を含む）の上限の目安を 12 回 

・時間上限遵守・振替休養設定を徹底することにより、大会参加数の

抑制を促進 

部活動の位置付けの見直し 記載なし ・任意加入である部活動の費用負担の在り方を見直し 

勤務時間外在校時間の縮減と

複数顧問制の推進等 

記載なし ・勤務時間外在校等時間を縮減するためにも、地域移行を推進 

・指導体制の例を明記 

・複数顧問交代による単独指導を徹底 

大会運営・役員業務の整理等 記載なし ・大会の組合せや打合せ会議について、デジタル化・オンライン化す

るなど改善 

・教員が役員業務に従事する場合の兼職兼業及び服務管理について別

途整理する。 

 


